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「特定商取引に関する法律」に違反した訪問販売業者に対する 
業務停止命令（１２か月）について 

 
 長崎県は、いわゆる催眠商法により主に高齢者に対して家庭用温熱治療器を販売している

訪問販売業者である株式会社鈴木商会（本社：神奈川県相模原市）に対し、特定商取引法に関

する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律（平成２０年法律第７４号）による改正前の特

定商取引に関する法律（以下「法」という。）の違反行為を認定し、本日（平成２１年１２月

２１日）付けで、同法第８条第１項の規定に基づき、本年２１年１２月２２日から翌年１２月

２１日までの１２か月間、同社の訪問販売に関する勧誘、申込み受付及び契約締結に係る取引

を停止するよう命じました。 
認定した違反行為は、勧誘目的の不明示、契約書の不備記載、公衆の出入りする場所以外に

おける勧誘です。 
本件の契約に関し、相談のあった消費者の平均年齢は長崎県内で７５歳であり、最高年齢は、

９３歳です。 
なお、今回の「業務停止命令１２か月」の行政処分は、同法に定める上限最長期間であり、

九州地区においては初めてのものとなります。 
 
１ 事業者の概要 
(1) 名 称：株式会社鈴木商会 
(2) 代表者：代表取締役 鈴木裕之（すずき ひろゆき） 
(3) 所在地：神奈川県相模原市淵野辺四丁目１１番４号 
(4) 資本金：２００万円 
(5) 設 立：平成２０年１１月７日 
(6) 取引形態：訪問販売 
(7) 商 品：「セラトロン」と称する家庭用温熱治療器 
(8) 販売価格  パンフレット記載価格２６０，４００円（消費税込み） 

       （確認した契約金額 ２４０，０００円～２６０，０００円：税込み価格） 
 
２ 取引の概要 
  株式会社鈴木商会（以下、「同社」という。）は、主に「セラトロン」という商品名の家庭

用温熱治療器（以下「本件商品」という。）の訪問販売を行っているものであるが、同社は、

６～７名のグループを数グループ作り、レンタカーを用いて全国各地にでかけ、消費者宅を

訪問し、「新しく店を開きますので宣伝に品物を配ります」等との口実で、商品の販売につ

いて勧誘することを隠して事前に販売会場として借り上げていた個人の住居等に消費者を

誘引していた。 
同社は、販売会場に集まった消費者に対し、雑貨品が欲しい人は手を挙げるように呼びか
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け、健康の話や雑談を交えながら雑貨品を無料で配り、最後に本件商品を出して消費者に試

させ、「これ、欲しい人」等と尋ねた後に、販売商品として申込みを受け、販売会場または

消費者宅等において当該売買契約を締結していた。 

３ 業務停止命令の内容と期間 

（１） 業務停止命令の内容 
法第２条第１項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 

     ①売買契約の締結について勧誘すること。 
     ②売買契約の申込みを受けること。 
     ③売買契約を締結すること。 
（２） 業務停止命令の期間 

平成２１年１２月２２日から平成２２年１２月２１日まで（１２か月間） 
 
４ 業務停止命令の原因となる事実 

同社は、以下のとおり法に違反する行為を行っており、訪問販売に係る取引の公正及び    

び購入者の利益が著しく害されると認められた。 

（１）勧誘目的不明示（法３条） 

  同社は、訪問販売に係る売買契約の締結について、勧誘するに先立ち、その相手方

に対し、「近所に店を出します。」などと虚偽の事実を告げ、同社の氏名又は名称、勧

誘目的であることや販売しようとする商品名を告げていなかった。 

（２）契約書面の不備記載（法第５条） 

  同社は、訪問販売で契約を締結した際、消費者に契約書面を交付しているが、同書

面については、政令で記載事項を定められた販売業者欄について、本来同社の所在地、

電話番号を記載した同書面を交付しなければならないにもかかわらず、虚偽の法人の

所在地、電話番号を記載した不備の契約書面を交付していた。 

（３）公衆の出入りする場所以外の場所における勧誘（法第６条第４項） 

  同社は、本件商品の勧誘をするに際し、消費者の住居等を訪問して、本件商品を販

売する目的であることを告げることなく「新規開店する店舗で販売する商品を宣伝す

るために無料で商品を配布します」等と言って個人宅や納屋等の借り上げた公衆の出

入りする場所以外の場所である販売会場において売買契約の勧誘を行っていた。 

 

５ 今後の対応 

  今回の法に基づく業務停止命令に違反した場合には、法に基づき違反行為者に対し２年以

下の懲役又は３００万円以下の罰金、法人に対し３億円以下の罰金に処され、又は、これを

併科されることがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

６ 勧誘事例 

【事例１】 

同社営業員は、平成２１年６月頃、集会所を訪問し、同集会所に集まっていた

消費者Ａ及び消費者Ｂ等に対し、「駅付近に店を出すので宣伝に来ました。品物

があるので見に来てください」等と言って無料の品物を配った後、再び集会所を

訪れ、「場所を借りましたので、そちらに来てください。」等と言って、訪問販

売に係る売買契約の締結について勧誘することを告げないで、近所に借り上げた

納屋に案内した。結局、同納屋の中にはお年寄り 15 人くらいが集まった。 

営業員は、納屋に青色のビニールシートの上にカーペットを敷き、集まった

お年寄りに対して、「これから見せる商品を欲しい人は手をあげてください。」

等と言って色々な商品を無料で配り、その場を盛り上げた。 

また、その際、営業員は、お年寄りが隣の人と話をすると、「静かに」等と言

って怒ったりした。 

その後、営業員は、本件商品である家庭用温熱治療器「セラトロン」を見せ、

「体の痛いところをこの家庭用温熱治療器で暖めると、血行がよくなり、痛いと  

ころが治る」等と説明し、Ａ、Ｂ等に対してその場で商品を試させた。 

その後、営業員は、買うことを決めたＡ及びＢに対して「商品の値段は２６万

円です。」と告げ、両名の自宅へ送り、頭金２万円、又は４万円を支払わせ、残

りはクレジットで支払う契約を行った。 

 

 

【事例２】 

  同社営業員は、平成２１年６月頃、甲宅を訪れ、同所に居合わせた消費者Ｃ等

に対して、「公園の近くに 100 円ショップを開くので宣伝に来た」等と訪問販売に

係る売買契約の締結について勧誘することを告げないで無料で商品を配り、甲宅

の了解を得て納屋を借り受けた。 

  営業員は、借りた納屋に１０人以上が座れるようなビニールシートを敷いて、

机に台所用スポンジ、包丁等を並べたて会場を作った後、近所の人達に声をかけ

るため外へ出かけた。 

午後、同所に集まった近所の者を１列に５人位を数列に座らせ、「これから見

せる品物を差し上げますので、欲しい方は手を挙げてください。」等と言って品

物を手に取り、「これ欲しい人」等と言っては、同所に集まった人達に手を挙げ

させ無料で商品を配った。その間、集まった人が横の人と話をした際には 

「静かにして」等と言って怒る等したため、その場にいた半分くらいの者は帰っ

てしまった。 

その後、商品の話を始め、「これは血行が良くなる、リュウマチが治る。」等

と説明したが、値段については、なかなか話さなかった。 

営業員は、しばらくして買うと決心したＣに対して「少し高いですが驚かない

でください、この商品は 26 万円です。」と値段を言い、その後車でＣ宅まで送っ

て行った。Ｃは、自宅においてクレジットの申込書を玄関先で書き、営業員に対



し頭金を２万円支払い、残りの代金についてはクレジットから支払う契約をし、

契約書の交付を受けた。 

その契約書の販売店名等の欄は、 

    東京都新宿区三栄町・・・ 

      株式会社 鈴木商会 代表取締役 鈴木裕之 

      ＴＥＬ０３－３３５８－●●●● 

と書かれていた。  

 

【事例３】 

同社営業員は、平成２１年６月下旬頃、消費者Ｄ方玄関前においてＤに対して、

「この辺に店を出そうと思い、土地を探しています。今、このような商品を配っ

ています。」等と訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘することを告げな

いで、電子レンジで温める小炊飯器を手渡した。 

営業員は、Ｄに対して「警察から路上で商品を配るのはいけないと言われてい

ます。場所を貸していただけませんか。」等と言ったことから営業員の言う言葉

を信用したＤは、居間を貸すことにした。 

その後、営業員は、Ｄ宅の居間にカーペットを敷いて、その上に折り畳みの椅

子を何個も置き、会場を設定して人を集めに行った。 

その後、営業員は、Ｄ宅居間において、Ｄ等を１列４人位の２列位に座せ、別

の背広を着た営業員が現れ、「これから見せる商品を欲しい人は手をあげてくだ

さい。」等と言いながら、台所用スポンジや包丁等を「これ欲しい人」と言って

手を挙げた人に配った。 

その後、本件商品の話を始め「体の痛いところを、この温熱器で暖めると血行

が良くなり、痛みがとれる」等と話してから商品をＤ等に試させた。 

Ｄは、持病の膝痛等の痛みが取れるような感じがしたことから商品が欲

しくなったが、営業員は商品の値段を言わなかった。 

その後、営業員は、「これが欲しい人はここに残ってください。これをいらな

い人は、帰ってください。」と言ったところ、Ｄ等数人が残った。 

営業員は、同所に残ったＤに対して、「この温熱器は２６万円です。現金なら

２４万円にまけますよ。」と言い、公衆の出入りする場所以外の場所において売

買契約の勧誘をし、Ｄは、その場で現金２４万円を支払い、契約書をもらった。

 

 
７ 株式会社鈴木商会に関する相談件数等 （平成２１年１２月１４日現在） 

（ＰＩＯ－ＮＥＴの相談件数）                                                 
   

 
 
 
 
 

（ ）は内数 ※ 長崎県内の相談者の最高年齢 ９３歳・相談者の平均年齢 ７５歳 

 
全 国 
九 州 
長 崎 

２０年度 
 ４４ 
（１１） 
（４） 

２１年度 
 １０８ 
（３７） 
（２５） 

合  計   
１５２ 

 （４８） 
 （２９） 



 ８ 長崎県内における電気温熱健康機器「セラトロン」の契約状況 
   契約件数 約２００件 

契約金額 約５千万円 

   １件あたりの契約金額 約２４万円から約２６万円 

 
  ９ 参考事項 
   平成２１年６月２６日、長崎県警が（株）鈴木商会の従業員６名を法第６条４項違反 

（公衆の出入しない場所における勧誘行為）ということで逮捕し、その後、本年８月４日 
に同社社長等を逮捕している。 
 また、千葉県警においては、平成２１年１１月２日までに、（株）鈴木商会の別グル 
ープの従業員等６名を逮捕している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



○ 特定商取引に関する法律 抜粋 

 

（訪問販売における氏名等の明示） 

第３条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、

その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約

の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種

類を明らかにしなければならない。 

 

（契約書面の交付） 

第５条 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定す

る場合を除き、遅滞なく（前条ただし書きに規定する場合に該当するときは、直ちに）、

経済産業省令で定めるところにより、同条各号の事項（同条第四号の事項については、

売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。）についてその売買契約又は役

務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に対して交付

しなければならない。以下省略 

 

（禁止行為） 

第６条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結

について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤

回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 

一 商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容そ

の他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項 

（二～七号省略） 

（２～３項省略） 

４ 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結につい

て勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行

させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の

場所において、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。 

 

（業務の停止等） 

第８条 主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第３条から第６条までの規定に違反し

若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において訪問販売に係る取引の公正及び購入者若

しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業

者若しくは役務提供事業者が同条の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務

提供事業者に対し、１年以内の期間を限り、訪問販売に関する業務の全部又は一部を停止すべ

きことを命ずることができる。 

２ 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。 

 

（都道府県が処理する事務） 

第68条 この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、 

都道府県知事が行うこととすることができる。 

 

 




